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霜 寒 の 候 、 皆 様 に お か れ ま し て は 、 ま す ま す ご 清 栄 の こ と

と お 慶 び 申 し 上 げ ま す 。  

11 月 29 日 は 、 第 74 回 税 理 士 試 験 の 合 格 発 表 で し た 。 私 は

第 52 回 試 験 に 合 格 し た の で 20 年 以 上 経 ち ま し た 。 皆 様 に 助

け て も ら っ て の 20 年 で し た 。 本 当 に 感 謝 で す m(__)m。  

そ の 合 格 発 表 、『 官 報 』に 載 る の で す が 、今 年 か ら 受 験 番 号

の み が 記 載 さ れ る こ と に な り ま し た 。 専 門 学 校 で 講 師 を し て

い る 立 場 か ら 受 講 生 の 名 前 が 載 る の が 楽 し み で 、 8 時 20 分 か

ら パ ソ コ ン の 前 で 待 機 し て い た の で す が （ イ ン タ ー ネ ッ ト で の 発 表 は 8 時 30 分 か ら ） 、 楽 し

み が 一 つ 減 り ま し た (;_:)。 個 人 情 報 保 護 の 点 か ら 仕 方 が な い と は 思 い ま す が … 。  

合 格 発 表 が 終 わ る と 、12 月 で す 。今 年 は 1 月 1 日 か ら 能 登 半 島 で 地 震 が あ り 、1 月 2 日 に は

日 航 機 と 海 上 保 安 機 が 羽 田 空 港 で 衝 突 し ま し た 。 新 年 早 々 だ っ た の で 、 「 今 年 は ど う な る ？ 」

と 不 安 が 募 り ま し た 。そ の 後 も 宮 崎 で は 地 震 や 大 雨 、愛 媛 で も 地 震 が あ り 、8 月 に は 、南 海 ト

ラ フ 地 震 臨 時 情 報 が 発 報 さ れ ま し た 。 こ の と き は 、 本 当 に ビ ビ っ て 避 難 用 具 を 準 備 し ま し た 。

ま た 、夏 の 暑 さ も 異 常 で 、今 年 は 史 上 最 も 暑 い 年 に な り ま し た 。外 出 に 日 傘 が 欠 か せ な く な っ

て い ま す (^^;)。  

一 方 、 7 月 に は 、 パ リ オ リ ン ピ ッ ク が 開 催 さ れ 、 日 本 は メ ダ ル を 45 個 獲 得 、 パ ラ リ ン ピ ッ

ク で は メ ダ ル 41 個 と 大 活 躍 で し た 。さ ら に 大 リ ー グ 、ド シ ャ ー ス の 大 谷 選 手 が『 50-50』を 達

成 し 、大 リ ー グ の 賞 を 総 ナ メ し ま し た 。日 本 人 が 大 リ ー グ で こ こ ま で 活 躍 す る な ん て 、ち ょ っ

と 前 は 考 え ら れ ま せ ん で し た 。野 球 に サ ッ カ ー 、バ ス ケ と 日 本 人 が 世 界 で 活 躍 す る の は 嬉 し い

で す ね (^^)。  

さ て 、来 年 は 、ど ん な 年 に な る の で し ょ う ？ 政 治 は 、石 破 内 閣 が 誕 生 し ま し た 。た だ 、衆 議

院 は 与 党 が 過 半 数 を 割 っ て い ま す 。目 先 で は な く 日 本 の 未 来 を 考 え て 政 策 策 定・遂 行 を し て 欲

し い で す 。 『 蛇 』 に 睨 ま れ て 何 も 進 ま な い 年 に な ら な い よ う に 祈 り ま す 。  

で は 、事 務 所 だ よ り 12 月 号 を お 送 り し ま す 。今

年 1 年 、 本 当 に お 世 話 に な り ま し た 。 よ い お 年 を

お 迎 え く だ さ い 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☆  お 知 ら せ （ 2024 年 12 月 の 税 務 ）  

 

期   限  項   目  

12 月 10 日  
 

1 1 月 分 源 泉 所 得 税・住 民 税 の 特 別 徴 収 税 額・納 期 の 特 例 を 受 け て い る 者 の 住 民 税 の

特 別 徴 収 税 額 (6 月 ～ 11 月 分 )の 納 付  

翌 年 1 月 6 日  
 

1 0 月 決 算 法 人 の 確 定 申 告  

＜ 法 人 税 ・ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ・ 法 人 事 業 税 ・ (法 人 事 業 所 税 )・ 法 人 住 民 税 ＞  

 

1 月 、 4 月 、 7 月 、 10 月 決 算 法 人 の 3 月 ご と の 期 間 短 縮 に 係 る 確 定 申 告  

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 

法 人 ・ 個 人 事 業 者 の 1 月 ご と の 期 間 短 縮 に 係 る 確 定 申 告  

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 

4 月 決 算 法 人 の 中 間 申 告  

＜ 法 人 税 ・ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ・ 法 人 事 業 税 ・ 法 人 住 民 税 ＞ (半 期 分 ) 

 

消 費 税 の 年 税 額 が 400 万 円 超 の 1 月 、 4 月 、 7 月 決 算 法 人 の 3 月 ご と の 中 間 申 告  

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 

消 費 税 の 年 税 額 が 4,8 00 万 円 超 の 9 月 、 10 月 決 算 法 人 を 除 く 法 人 ・ 個 人 事 業 者 の 1

月 ご と の 中 間 申 告 (8 月 決 算 法 人 は 2 ヶ 月 分 ) 

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

  
 

給 与 所 得 者 の 保 険 料 控 除 申 告 書 ・ 配 偶 者 控 除 等 申 告 書 ・ 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 申 告

書 の 提 出 （ 本 年 最 後 の 給 与 の 支 払 を 受 け る 日 の 前 日 ）  

 

給 与 所 得 の 年 末 調 整 （ 本 年 最 後 の 給 与 の 支 払 を す る と き ）  

 

固 定 資 産 税 (都 市 計 画 税 )の 第 3 期 分 の 納 付  

（ 12 月 中 に お い て 市 町 村 の 条 例 で 定 め る 日 ）  

 

☆  1 月 20 日 は 、納 期 限 の 特 例 を 選 択 し て い る 方 の 源 泉 所 得 税 の 納 期 限 で す 。半 年 分 を 納 付 し

ま す の で 、 資 金 繰 り に ご 注 意 く だ さ い 。  

 

☆  1 月 に な る と 確 定 申 告 ま で あ っ と い う 間 で す 。 ご 準 備 方 、 よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。  

 

 

 ☆  結 局 ど う な っ た ？ 電 子 取 引 デ ー タ の 保 存 方 法   

 

◆ 大 騒 ぎ し た 電 子 帳 簿 保 存 法  

電 子 帳 簿 保 存 法 の 電 子 取 引 デ ー タ の 保 存 は 、 令 和 6 年 1 月 か ら は 保 存 要 件 に 従 っ て 行 う こ

と が 義 務 付 け ら れ ま し た 。た だ し 、令 和 5 年 ま で に 措 置 さ れ た「 宥 恕 措 置 」に 代 わ り 令 和 6 年

か ら も「 猶 予 措 置 」が 用 意 さ れ て お り 、な し 崩 し 的 に 緩 や か な ル ー ル に 落 ち 着 い た と い う 感 想

で す 。  

で は 、実 際 に 個 人 事 業 者・法 人 が「 最 低 限 何 を や ら な け れ ば な ら な い の か 」を 見 て み ま し ょ

う 。  

 

◆  最 低 限 の 前 に 、 求 め ら れ て い る こ と  
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電 子 取 引 デ ー タ の デ ー タ 保 存 に は 大 き く 2 つ の こ と を 求 め ら れ て い ま す 。 「 可 視 性 の 確 保 」

と 「 真 実 性 の 確 保 」 で す 。  

可 視 性 の 確 保 と は 、 モ ニ タ や 操 作 説 明 書 の 備 付 け と 検 索 要 件 の 充 足 で 、 真 実 性 の 確 保 と は 、

不 当 な 訂 正 削 除 の 防 止 に 関 す る 事 務 処 理 規 定 の 制 定 と 遵 守 で す 。要 す る に 取 引 デ ー タ を Ｐ Ｃ で

検 索 で き る よ う に し て お く の と 、デ ー タ の 訂 正 や 削 除 を す る 際 の 規 定 を 作 っ て お き な さ い 、と

い う こ と で す 。  

た だ し 、検 索 要 件 に つ い て は 、2 課 税 年 度 前 の 売 上 高 が 5,000 万 円 以 下 か 、電 子 取 引 デ ー タ

を プ リ ン ト ア ウ ト し て 日 付 及 び 取 引 先 ご と に 整 理 し て あ り 、電 子 取 引 デ ー タ の「 ダ ウ ン ロ ー ド

の 求 め 」 に 応 じ る こ と が で き る よ う に し て い れ ば 不 要 で す 。  

 

◆  最 低 限 必 要 な の は 「 で き な い 理 由 」 ？  

電 子 取 引 デ ー タ の 保 存 の 要 件 を 満 た せ な い 場 合 で も「 猶 予 措 置 」が 設 け ら れ て い て 、そ の 要

件 は「 ル ー ル に 従 っ て 電 子 取 引 デ ー タ を 保 存 す る こ と が で き な か っ た こ と に つ い て 、所 属 税 務

署 長 が 相 当 の 理 由 が あ る と 認 め る 場 合 」と「 税 務 調 査 等 の 際 に 、電 子 取 引 デ ー タ の ダ ウ ン ロ ー

ド の 求 め か 、電 子 取 引 デ ー タ を 印 刷 し た も の の 提 示 や 提 出 の 求 め に 応 じ る こ と が で き る よ う に

し て い る 場 合 」を 満 た し て い る こ と で す 。ち な み に「 相 当 の 理 由 」に つ い て 事 前 申 請 等 は 不 要

で す 。  

つ ま り 、「 人 手 不 足 」「 資 金 不 足 」「 シ ス テ ム 整 備 が 間 に 合 わ な い 」等 の で き な い 理 由 の 準

備 と 、電 子 取 引 デ ー タ を 消 さ な い よ う に 保 存 し て お け ば 、現 状 最 低 限 、電 子 取 引 デ ー タ の 保 存

に つ い て は 大 丈 夫 と い う こ と に な り ま す 。  

た だ 、経 理 の Ｉ Ｃ Ｔ 化・Ｄ Ｘ 化 は 生 産 性 Ｕ Ｐ に も 繋 が り ま す 。電 子 帳 簿 保 存 に つ い て も 、自

社 の タ イ ミ ン グ で ル ー ル 策 定 や シ ス テ ム 改 修 を ご 検 討 く だ さ い 。  

 

 

 ☆  税 額 ゼ ロ の 事 業 専 従 者 の 定 額 減 税 の 取 り 扱 い   

 

定 額 減 税 で は 納 税 者 本 人 と そ の 同 一 生 計 配 偶 者 、 扶 養 親 族 に つ い て 所 得 税 1 人 当 た り 3 万

円 、 個 人 住 民 税 1 人 当 た り 1 万 円 を 納 税 者 本 人 の 所 得 税 額 、 個 人 住 民 税 所 得 割 額 か ら 控 除 し 、

控 除 し き れ な い 場 合 は 1 万 円 単 位 に 切 り 上 げ て 調 整 給 付 が 行 わ れ ま す 。  

 

◆  所 得 税 、 住 民 税 所 得 割 額 ゼ ロ の 人 に も 給 付  

と こ ろ で 青 色 申 告 や 白 色 申 告 の 事 業 専 従 者 や 合 計 所 得 金 額 48 万 円 超 の 人 は 、 同 一 生 計 配 偶

者 や 扶 養 親 族 に 該 当 し な い た め 、納 税 者 本 人 の 定 額 減 税 の 対 象 者 に な り ま せ ん 。こ れ ら の 人 は

自 身 の 所 得 税 額 や 個 人 住 民 税 所 得 割 額 か ら 減 税 額 を 控 除 す る こ と と な る の で す が 、 所 得 が ゼ

ロ 、又 は 所 得 が 少 な く 、所 得 控 除 や 税 額 控 除 に よ る 所 得 税 額 や 個 人 住 民 税 所 得 割 額 が な い 人 の

場 合 は 、 定 額 減 税 の 適 用 を 受 け る こ と が で き ま せ ん 。  

し か し 、 こ れ ら の 人 に も 一 定 の 要 件 の も と 原 則 4 万 円 の 調 整 給 付 （ 不 足 額 給 付 ） が さ れ ま

す 。内 閣 官 房「 新 た な 経 済 に 向 け た 給 付 金・定 額 減 税 一 体 措 置 」の「 よ く あ る ご 質 問（ 2024 年

7 月 1 日 更 新 ）」及 び 国 税 庁「 定 額 減 税 特 設 サ イ ト 」の Ｑ ＆ Ａ（ 予 定 納 税・確 定 申 告 関 係 ）【 令

和 6 年 8 月 改 訂 版 】に は 、こ れ ら の 人 も 調 整 給 付（ 不 足 額 給 付 ）の 対 象 と な る こ と が 掲 載 さ れ

て い ま す 。  

 

◆  不 足 額 給 付 を 受 け る た め の 要 件  

事 業 専 従 者 や 合 計 所 得 金 額 48 万 円 超 の 人 が 不 足 額 給 付 を 受 け る た め に は 、  

①  所 得 税 お よ び 個 人 住 民 税 所 得 割 に つ い て 定 額 減 税 前 税 額 が ゼ ロ で あ る こ と 。  

②  低 所 得 世 帯 向 け 給 付 （ 住 民 税 非 課 税 世 帯 へ の 給 付 等 ） を 受 給 し て い な い こ と 。  

③  市 区 町 村 へ の 申 請 手 続 き （ 必 要 書 類 の 添 付 ） が 必 要 と な り ま す 。  

 

◆  申 請 手 続 き は 市 区 町 村 に 確 認 す る  

不 足 額 給 付 の 給 付 時 期 は 令 和 6 年 分 の 所 得 税 と 定 額 減 税 の 実 績 額 が 確 定 す る 令 和 7 年 以 降

に な り ま す 。具 体 的 な 給 付 時 期 や 申 請 手 続 き 、必 要 書 類 に つ い て は 、市 区 町 村 に よ る 今 後 の 案

内 を 確 認 す る 必 要 が あ り ま す 。 な お 、 申 請 を 不 要 と す る 市 区 町 村 も あ る と 案 内 さ れ て い ま す 。 

 

◆  趣 旨 か ら 考 え れ ば 支 給 は 当 然 と も い え る  

定 額 減 税 は 政 府 の 経 済 対 策 と し て 賃 金 上 昇 が 物 価 上 昇 に 追 い 付 い て い な い 中 で 国 民 全 体 を

視 野 に 入 れ て 税 制 と 給 付 を 組 み 合 わ せ る こ と で 、様 々 な 状 況 に き め 細 か に 対 応 す る こ と を 目 的

と し て 導 入 さ れ ま し た 。 所 得 税 や 個 人 住 民 税 所 得 割 ゼ ロ の 事 業 専 従 者 や 合 計 所 得 金 額 48 万 円

超 の 人 に も 支 給 す る こ と は 制 度 の 趣 旨 に 適 う と い え ま す 。  

 

 

 ☆ ノ ー ベ ル 賞 の 賞 金 と 税 金   

 

今 年 の ノ ー ベ ル 平 和 賞 を 、被 爆 者 の 立 場 か ら 核 兵 器 廃 絶 を 訴 え て き た 日 本 被 団 協 ＝ 日 本 原 水

爆 被 害 者 団 体 協 議 会 が 受 賞 し ま し た 。 日 本 被 団 協 は 47 都 道 府 県 そ れ ぞ れ に あ る 被 爆 者 団 体 の

協 議 会 で 、「 被 爆 者 唯 一 の 全 国 組 織 」で す 。賞 金 は 1,100 万 ス ウ ェ ー デ ン ク ロ ー ナ（ 約 1 億 6

千 万 円 ） と な り ま す 。  

 

今 回 の 受 賞 に 関 連 し た ニ ュ ー ス で あ ま り 語 ら れ て い な い 税 金 に つ い て 考 え て み ま し ょ う 。結

論 か ら 記 す と 、ノ ー ベ ル 賞 の 賞 金 に は 基 本 的 に 税 金 は か か り ま せ ん 。た だ し 経 済 学 賞 に 限 っ て

は 課 税 対 象 。と い う の も 、賞 金 で 非 課 税 と な る の は「 ノ ー ベ ル 基 金 か ら ノ ー ベ ル 賞 と し て 交 付

さ れ る 金 品 」と さ れ て い て 、経 済 学 賞 だ け は ス ウ ェ ー デ ン 国 立 銀 行 か ら 交 付 さ れ る も の な の で 、

課 税 対 象 と な っ て い ま す 。  

 

ノ ー ベ ル 賞 受 賞 者 の な か に は 、 研 究 機 関 や 活 動 団 体 な ど に 賞 金 を 寄 付 す る 場 合 も あ り ま す 。

寄 付 先 が 国 立 大 学 法 人 や 学 校 法 人 へ の 寄 付 は 一 般 的 に 税 制 優 遇 の 対 象 と な り ま す 。 具 体 的 に

は 、総 所 得 金 額 の 4 割 を 上 限 に 、寄 付 金 額 か ら 2 千 円 を 差 し 引 い た 金 額 を 所 得 か ら 控 除 す る こ

と が 可 能 で す 。  


